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○地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターの業務

運営並びに財務及び会計に関する規則の一部改正

栃木県規則第22号                                        

 地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターの業務

運営並びに財務及び会計に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。              

  令和４年３月31日                                    

                              栃木県知事  福  田  富  一  

   地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターの

業務運営並びに財務及び会計に関する規則の一部を改正する規則                      

地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターの業務

運営並びに財務及び会計に関する規則（平成28年栃木県規則第32号）の一部を次のように改正する。       

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。    

   附 則                                           

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。                               

（保健福祉課） 

改   正   後 改   正   前

   栃木県立病院地方独立行政法人の業務運営並

びに財務及び会計に関する規則 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方独立行政法人法（平成15

年法律第118号。以下「法」という。）の規定に

基づき、地方独立行政法人栃木県立がんセン

ター、地方独立行政法人栃木県立リハビリ 

テーションセンター及び地方独立行政法人栃木県

立岡本台病院（以下「法人」という。）の業務運

営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定める

ものとする。 

地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び

地方独立行政法人栃木県立リハビリテーショ

ンセンターの業務運営並びに財務及び会計に

関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方独立行政法人法（平成15

年法律第118号。以下「法」という。）の規定に

基づき、地方独立行政法人栃木県立がんセン 

ター及び地方独立行政法人栃木県立リハビ 

リテーションセンター                  

あ      （以下「法人」という。）の業務運

営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定める

ものとする。
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○栃木県病院事業財務規則及び栃木県立病院利用規則の廃止

栃木県規則第21号                                        

 栃木県病院事業財務規則及び栃木県立病院利用規則を廃止する規則を次のように定める。          

  令和４年３月31日                                       

                             栃木県知事  福  田  富  一  

   栃木県病院事業財務規則及び栃木県立病院利用規則を廃止する規則                                 

次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 栃木県病院事業財務規則（昭和61年栃木県規則第29号） 

(2) 栃木県立病院利用規則（昭和61年栃木県規則第30号）                             

   附 則                                           

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日の属する事業年度に係るこの規則による廃止前の栃木県病院事業財務規則（以

下「旧規則」という。）第84条の規定による決算報告書の作成等及び旧規則第85条の規定による計理状況の

報告については、なお従前の例による。                                



（2） 号外第24号令和４（2022）年３月31日　木曜日 栃 木 県 公 報

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）
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○地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターの業務

運営並びに財務及び会計に関する規則の一部改正

栃木県規則第22号                                        

 地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターの業務

運営並びに財務及び会計に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。              

  令和４年３月31日                                    

                              栃木県知事  福  田  富  一  

   地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターの

業務運営並びに財務及び会計に関する規則の一部を改正する規則                      

地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターの業務

運営並びに財務及び会計に関する規則（平成28年栃木県規則第32号）の一部を次のように改正する。       

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。    

   附 則                                           

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。                               

（保健福祉課） 

改   正   後 改   正   前

   栃木県立病院地方独立行政法人の業務運営並

びに財務及び会計に関する規則 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方独立行政法人法（平成15

年法律第118号。以下「法」という。）の規定に

基づき、地方独立行政法人栃木県立がんセン

ター、地方独立行政法人栃木県立リハビリ 

テーションセンター及び地方独立行政法人栃木県

立岡本台病院（以下「法人」という。）の業務運

営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定める

ものとする。 

地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び

地方独立行政法人栃木県立リハビリテーショ

ンセンターの業務運営並びに財務及び会計に

関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方独立行政法人法（平成15

年法律第118号。以下「法」という。）の規定に

基づき、地方独立行政法人栃木県立がんセン 

ター及び地方独立行政法人栃木県立リハビ 

リテーションセンター                  

あ      （以下「法人」という。）の業務運

営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定める

ものとする。
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○栃木県病院事業の設置等に関する条例の規定により知事が定める金額の告示の廃止

栃木県告示第207号   

 栃木県病院事業の設置等に関する条例の規定により知事が定める金額の告示（昭和61年栃木県告示第720  

号）は、令和４年３月31日限り、廃止する。

  令和４年３月31日

                              栃木県知事  福  田  富  一   

（保健福祉課）  
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○栃木県立岡本台病院職員被服貸与規程の廃止

栃木県訓令第７号                                        

栃木県立岡本台病院 

栃木県立岡本台病院職員被服貸与規程を廃止する訓令を次のように定める。              

令和４年３月31日                                       

                             栃木県知事  福  田  富  一  

栃木県立岡本台病院職員被服貸与規程を廃止する訓令                      

栃木県立岡本台病院職員被服貸与規程（昭和61年栃木県訓令第８号）は、廃止する。          

附 則                                           

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。                           

（保健福祉課） 

告 示

訓 令


